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香美市教育委員会定例会会議録 
（令和４年２月２５日）  

招集年月日   令和４年２月１８日（金） 
招 集 場 所   香美市本庁舎 ２階会議室 
会議の日時   令和４年２月２５日（金）午後１時３０分 
出 席 者   白川 景子  宮地 憲一  西 美紀  小松 清貴 
欠 席 者   浜田 正彦  
説明のための会議出席者   教育次長               秋月 建樹 
教育振興課長             公文 薫 
生涯学習振興課長           黍原 美貴子 
中央公民館長             依光 隆司 
教育振興課指導主任          山下 由紀子 
教育振興課学校教育班長        一圓 まどか  

職務のための会議出席者   
会議録署名委員   西委員  
傍聴人氏名   なし 
（開会時刻 午後１時３０分）   
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教育長        
小松委員  
教育長                          

ただ今から令和４年２月香美市教育委員会定例会を開催いたします。よろしく

お願いいたします。 
本日、浜田委員が欠席でございます。３名の委員さん方、宮地委員さん、西委員

さん、小松委員さんにはご参加をいただいておりまして、開会の数を満たしてお

りますので、開会をいたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 
本日の議事録署名委員は西委員さんです。よろしくお願いします。 
それではまず、議会議事録の承認でございますが、ご異議ございませんか。  
訂正をお願いしてありますので。  
はい。では以上で、訂正をよろしくお願いいたします。 
次に、教育長の報告でございますけれども、本日、午前中に校長会がございまし

て、通常でしたら教育委員会の後に校長会ということでご参加を事前にお願い

するということをしてきましたけれども、今回そこが少し抜かっておりまして、

校長会のほうが午前中に終わっております。今年度の総括といたしまして、不登

校傾向についてですけれども、全体の総数自体はなかなか目標に届かなかった

んですが、新規の不登校の子どもさんということにつきましては抑えることが

出来ましたので、何とかこれを続けていくことが出来れば、随分数も違ってくる

のではないかというふうに思っています。 
学力状況につきましては、若干、春の国の学力状況調査におきましても、悪い状

況ではございませんけれども、少し下降気味の傾向がございまして、今般県版の

学力状況調査の結果が戻ってまいりました。その状況は良かったり悪かったり

ですけれども、県平均、あるいは国のその目標値、全国全体の目標値よりやや低

いといったような傾向が出ております。特に４年生が厳しいという状況にござ

います。結果が戻ってまいりましたのは、もう１月には戻っておりますので、そ

の時点で各学校共、学力の補完の取り組みにつきましては、校長先生方が早速に

取り掛かっていただいて、取り組んでいただいているところでございます。 
まあ見ましたところ、４年生と５年生の特に小学校におきましては、学級担任が

全ての教科を持ってカリマネで授業を行ってまいります。そうすると新採職員

さんの数が増えてくるといった中で、香美市は大体単学級、１学級の学級が多

い、楠目小と山田小は２クラス以上ですけれども、それでもやっぱり、そういっ

た学校にも若い先生が配置を沢山されますので、ちょうどその４年生のところ

とか、それから５年生の辺りに、経験の浅い教員をどうしても配置せざるを得な

いといったような状況がございまして、そういうことも少なからず影響してい

るなということも考えたところです。まあしかし、校長先生達と共有したチーム

学校で学力で上げていくものですから、日頃の授業改善も含めて、基礎学力をし
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事務局  
小松委員                  
教育次長    

っかり付けていくということについて、一層取り組んでいきましょうというこ

とを確認をさせていただいたところです。 
以上、簡単ですけれども、そういった内容で教育委員会のほうからはお話をさせ

ていただいております。 
ご質問等ございませんでしょうか。 
また、学力状況調査の結果につきましては、次の機会にご報告をさせていただき

たいと思います。 
それでは、議事に入ってまいります。本日の議事、議案第１号、香美市地域学校

協働活動推進員の委嘱について、お願いいたします。  
議案第１号「香美市地域学校協働活動推進員の委嘱について」  
（議案説明）  
以前も申し上げたんですけど、これはたまたま協働活動推進員ということなん

ですけども、全体的に聞きたいですけど、委員というのは、教育委員会の承認を

受けてから任命するものなのか、そうじゃなくてもいいのかというのが一つ疑

問です。 
既にもう活動されちょったがです。それから、教育長が選んだ方で、異議はない

ですけど、議案に出した時に「委嘱したいので承認を求める。」ということは、

これから委嘱をしたいので承認を求めるみたいにも取れるわけです。実際もう

既に就任をしてるということなんですよね。それで、ちょっと会の前にも次長と

も話したんです。これも教育長が選任したということで、報告議案でいいんじゃ

ないかという気がするんです、専決事項みたいな感じで。法的に委員会の承認が

必要で、承認があってからしか任命できないというのであれば、これはもう任期

がおかしいわけで、そうじゃなかったら別にいいんですけど。通常その法令は遡

ることができます。これは国もやってますので、法律上構わないんですね法令

は。ただ、委員の任期というのは、就任して活動されたということですけど、承

認して委嘱状も出してないのに活動が出来るわけはないということもあるの

で、ここはやっぱり綺麗に整理しちょったほうがいいと思うんです。議案自体の

この方についての異議はありません。  
ちょっと私も法律的なことが分からないので、これから法制のほうと相談しま

して、専決で行けれるんなら、規則もしくは附則で、教育長の専決という形が取

れるのに問題なければそういう方向で、皆さん構わなければ、ちょっと考えてみ

たいと思いますが。 
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教育長  
小松委員    
教育次長  
小松委員     
宮地委員                 
教育長     

 
いかがでしょうか。  
もう私は専決で構わないと思うんですね。特に遡るわけですから、もう出て来た

時には、既に承認をしてるわけですよね。それで根本的には委員の委嘱をする時

には必ず委員会の承認を受けなければならないかどうかですよね。  
それは先にしてます。  
そこですね。もう承認を受けてなかったらこれ２月２５日からの任期になりま

す。まあ他の委員さんも沢山おりますので、そこがずっと気になっていて。人選

については教育長さんが提案者でありますし、熟慮した方を出してきてると思

うんですね、以前から異議は委員からも出なかったと思うんで。  
こういうケースが幾つあるだろうかなと思って、ずーっと今までこう数えよっ

たらかなり多いんですよね。ですから、まあ例えばこの学校運営協議会の委員で

あれば、これは上位法があるんですよね。だから、そこの部分を読み解いて、こ

れ教育委員会で委員を決めるということであるけれども、それで、いわゆる教育

長が専決規定でやっても差し支えないということであれば、そういう形にした

ほうがいいと思うですが。ただ、今のご提案のように、やっぱり学校が決めちょ

っても、そこにこう齟齬があって、どうしてもこういう形になる場合があります

から、あるいは４月１日からの任期なんだけれども、実際にはＰＴＡ総会やらん

と分からないとか、ほんで、それがＰＴＡ総会が４月の下旬にあるとかって、結

構それ今まであったじゃないですか。だから何か、今小松委員がおっしゃったこ

とももっともな話です。結局全部遡及してますので、そうでなくて、それが合理

性があるようにしていく為には、ちょっと今次長もおっしゃったように、沢山あ

ると思います、これ以外にも沢山ある、社会教育のほうにもありますので、一遍

それを見ていただいて、もう教育長が専決して決めました、教育委員会に報告し

ますという形が取れるのであれば、一番合理的ですからいいと思いますね。まあ

かなり数が多いですので、大変ですけれど。  
そういった方向で一度全部こう洗い出してみて、同時に生涯学習のほうも含め

て、同様のものを精査をしていくということでよろしいでしょうか。  
「はい」という声あり  



5 

 

教育長        
事務局  
教育長    
教育長         
事務局  
教育長    
教育長  
宮地委員    
生涯学習振興課長 

それではそういう方向でよろしくお願いします。そういう方向でお願いをする

というところでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 
それでは議案第２号、香美市立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則の制定について（案）、事務局からお願いします。  
議案第２号「香美市立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について（案）」  
（議案説明）  
ご質問、ご意見等をお願いいたします。  

「なし」という声あり  
では異議なしということころで、承認ということでよろしいでしょうか。 
ご承認いただきましたので、議案第２号は承認をいたします。ありがとうござい

ました。 
それでは、続きまして議案第３号、香美市立公民館運営規則の一部を改正する規

則の制定について（案）、事務局よりお願いいたします。  
議案第３号「香美市立公民館運営規則の一部を改正する規則の制定について

（案）」  
（議案説明）  
この件に関して、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。  

「はい」という声あり  
それでは、ご承認ということでよろしいでしょうか。  
これ１つ済みません。ここも他にありませんかね。例えばふっと思ったのは、こ

れ美術館やった、図書館やりましたよね、次は文化財はどうなんですか。それか

らスポーツ審議会ありましたよね、これらどうですか。  
飛ばすことが出来れば書面のこともしなくても良かったりもするので… 
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宮地委員    
教育長   
生涯学習振興課長   
宮地委員  
生涯学習振興課長  
教育長       
事務局  
教育長    
教育長    
事務局    

 
せっかくこうやって出てきたら、他の審議会も同じようにやっぱりやったほう

がいいと思うんですけど、私思いついたのは２つしか無いんですけど、他にある

かもしれません。  
それでは、承認はよろしいでしょうか。ありがとうございました。議案第３号は

承認されました。ただ他の、この際…  
実質かからんかったら構ん場合もあったりする。やっちょったほうがいいよう

な、ねえ、これから未来…  
でもこれはこれの規定があるけど、こっちが無いじゃいうのは変なでしょう。  
はい。分かりました。洗い出します。  
この際他の委員会についても同様に、何が起こるか分かりません、分かりません

ので、整えておくというところで準備をよろしくお願いします。 
それでは、続きまして議案第４号、通学区域（校区）外通学について（更新）、

よろしくお願いいたします。  
議案第４号「通学区域（校区）外通学について（更新）」  
（議案説明）  
それでは、ご承認ということでよろしいでしょうか。  

「はい」という声あり  
議案第４号は承認をされました。 
続いて、議案第５号、通学区域（校区）外通学について（新規）、説明をよろし

くお願いします。  
議案第５号と第６号は兄弟事例の為、続けて説明をさせていただきます。  
議案第５号「通学区域（校区）外通学について（新規）」 
議案第６号「通学区域（校区）外通学について（新規）」 
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事務局  
宮地委員  
教育振興課長   
宮地委員  
教育振興課長    
宮地委員  
教育振興課長  
明石主監    
宮地委員  
明石主監  
教育振興課長  

 
（議案第５・６号は非公開案件審議）  
報告第１号「一時体験入学について」  
（報告第１号は非公開案件）  
報告第２号「専決処分事項の報告について」  
（議案説明）  
失くしたものは、何ですか。  
香長小学校のパソコン用のディスプレイが１台、くまなく学校も探してもらい

ましたし、前任の方達にも聞き取りもしましたが、どうしても何処にあるのか…  
ディスプレイが無い。  
ディスプレイです。１７型のディスプレイらしいですけど、確かに平成２８年度

当初はあった写真もありますけど、その後ちょっとどうしても見当たらなくな

ったというところで今回…  
使ってなかったんですか。  
と思います。もう今現在…  
パソコン室の管理用のモニターなんですよ。パソコン室にあるパソコンの、いわ

ゆる管理用のパソコンのモニターなんですね、だから滅多に使うことがないん

です。業者が来た時だけしか使わん。  
不思議やねえ。  
だから、普段全然無くても問題は無いわけなんです。  
最近それにもうパソコン使ってなかった状態のところで、これがリース物件っ

ていうところも、きちんと把握が出来てなかったというところだと思います。 
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宮地委員  
教育振興課長  
宮地委員   
教育振興課長  
教育長  
教育振興課長  
教育長  
教育振興課長   
宮地委員  
教育長    
宮地委員  
教育長        
事務局 

 
パソコン室へ置いちょったんですよね。  
最初は。  
あそこの北側のねえ。あそこ人入りませんもんねえ。先生方も入らんと思いま

す。  
済みません。そういうことで今後ないように気を付けます。  
議会のほうには報告は？  
報告しました。議会のほうには報告をさせていただきました。  
ありがとうございました。  
ただリースがあと、令和４年と、令和５年、令和６年までそれぞれ続いていきま

すので、一応校長先生には確認のお願いを今しているところです。  
古いやつは使ってないので分からんので。  
それがリースかどうかの確認も、もう校長先生も代が変わっていると分からな

くなってくるので、まあでも今回のことを肝に命じて、校長会で確認させていた

だくと。  
やっぱり折に付けやっぱり管理はしていかんといかんですよね。  
そうですね、台帳と必ず毎月突き合わせるということですね。 
それでは、追加議案にまいります。 
議案第７号、令和３・４年度 香美市市民グラウンド改修工事（土木工事）の請
負契約の締結について、事務局より説明をお願いします。  
議案第７号「令和３・４年度 香美市市民グラウンド改修工事（土木工事）の請
負契約の締結について」  
（議案説明） 
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教育長  
宮地委員  
生涯学習振興課長  
宮地委員  
生涯学習振興課長     
宮地委員  
生涯学習振興課長  
宮地委員   
生涯学習振興課長  
宮地委員   
教育長 
宮地委員   
生涯学習振興課長  
宮地委員    

 
ご質問、ご意見お願いします。  
プールももう全部壊して…  
はい、壊してます。  
西もフェンスのところまで全部やるんですかね。  
南側のフェンスは新しいので、南側に付いている照明はＬＥＤ化しますが、フェ

ンスについては特につつきません。それ以外のフェンスは新しく全部します。そ

れとあと水はけを良くしたりとか、テニスコートを人工芝にしたりとかはする

予定です。  
あそこは、また掘ったりしたら必ず遺跡が出てきます。  
今回はそれ程深くは掘らんので大丈夫です。  
もう必ず出てくるんですよ。だから、また工事が延びたりする可能性もあるから

ね。  
深く掘りませんので、浅く掘ります。  
あそこは私が過ごした中学校があそこにあったんです。だから今のプールのと

ころが校舎だったんです。  
ああ、なるほど。 
木造の３階建ての校舎があって、土佐山田中学校の校舎で、今の南側のグラウン

ドは僕らの…  
運動場ですね。  
そうです。だから非常に私なんかも思い出があるところです。運動会の時にマス

ト登りのマストの先端に、掘ったら必ずかわらけが出てくる、１００％出てきま

す。遺跡跡ですのでね。  
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教育長    
生涯学習振興課長   
教育長  
宮地委員  
生涯学習振興課長  
宮地委員  
生涯学習振興課長  
教育長  
生涯学習振興課長  
教育長  

そうですか、興味津々。 
他にございませんか。 
車は入られんわけよね、グラウンドはね、基本、駐車。  
ただ、お祭りの時とかはいろいろ、やっぱりまた車が入ったりせないかんことも

あるので、そういうことなんかも踏まえて考えています。  
良かったです。  
かなり水はけが悪いです。物凄い水はけが悪い。  
そこをほんで何とかせないかんみたいですけど。  
もう水が溜まってなかなか引かないんですよ、ベチャベチャで。  
まあけど、水はけ良くしてもまた詰まるんでしょうけどね、まあとりあえずは。  
なるほど。下に暗渠を埋めるとかこう…  
そういうことするんですけど、やっぱりまた。  
分かりました。他にございませんか。 
それでは、議案第７号はご承認ということでよろしゅうございますか。 
ありがとうございました。議案第７号は承認されました。 
以上で、２月教育委員会定例会の全てに議案は承認されましたので、議会を終了

いたします。 
（閉会時刻：午後２時６分） 

 


